
　
　
　

（
福
島
県
報
第
五
百
四
十
三
号
付
録
） 

 
 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
五
百
三
十
五
号
か
ら 

 

　
　
　
　
　
　
　
　定

　
　例 
　
　令

和

六

年 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
五
百
四
十
一
号
ま
で 

 
 

　
　目

　
　録 

　
　十

二

月

中 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
七
十
三
号
か
ら 

 

　
　
　
　
　
　
　
　号

　
　外 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　第
八
十
一
号
ま
で

 

条

　
　例 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　日

　

 

号
外

　ペ
ー
ジ 

　八
〇

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対

 
 

 

す
る
手
数
料
等
の
免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
及
び
令
和

 
 

 

元
年
台
風
第
十
九
号
等
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対
す
る
手
数
料
等
の

 
 

 

免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　一

77

　八
一

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　二

77

　八
二

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関

 
 

 

す
る
条
例

二
四

　
　二

77

　八
三

福
島
県
一
般
旅
券
発
給
申
請
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　四

77

　八
四

福
島
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施

 
 

 

行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　四

77

　八
五

福
島
県
保
護
施
設
等
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

 
 

 

一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　四

77

　八
六

福
島
県
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正

 
 

 

す
る
条
例

二
四

　
　五

77

　八
七

福
島
県
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

 
 

 

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　五

77

　八
八

福
島
県
信
用
保
証
協
会
の
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
求
償
権
に
係
る
回
収

 
 

 

納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

 
 

 

例

二
四

　
　五

77

　八
九

福
島
県
高
精
度
測
位
シ
ス
テ
ム
使
用
料
条
例

二
四

　
　五

77

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　九
〇

福
島
県
農
地
法
に
係
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

 
 

 

す
る
条
例

二
四

　
　六

77

　九
一

福
島
県
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
の
規
定
に
係
る
事
務
処
理
の
特

 
 

 

例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　六

77

　九
二

福
島
県
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
係
る
事
務
処
理
の

 
 

 

特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　七

77

　九
三

福
島
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　七

77

　九
四

福
島
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　七

77

　九
五

県
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　一

78

　九
六

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　
　一

78

　九
七

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
四

　二
四

78

　九
八

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

 
 

 

条
例

二
四

　二
四

78

　九
九

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

 
 

 

例

二
四

　二
五

78

一
〇
〇

福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

 
 

 

る
条
例

二
四

　二
五

78

 

規

　
　則 
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　七
六

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　六

五
五
五

　七
七

福
島
県
特
定
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
の
適
正
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規

 
 

 

則

二
〇

　
　一

76

　七
八

福
島
県
県
営
住
宅
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
〇

　
　七

76

　七
九

平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
基
づ
く
災
害
の
被
災
者
に
対

 
 

 

す
る
手
数
料
等
の
免
除
、
納
入
期
限
の
延
長
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

 
 

 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

　
　一

79

　八
〇

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

　
　一

79

　八
一

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
四

　
　二

79

　八
二

福
島
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

 
 

 

規
則

二
四

　
　二

79

　八
三

刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関

 
 

 

す
る
規
則

二
四

　一
〇

79

　八
四

福
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

 
 

 

則

二
四

　一
〇

79

　八
五

技
能
労
務
職
員
の
給
与
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

 
 

 

す
る
規
則

二
四

　
　一

80

 

訓

　
　令 

　一
四

宿
日
直
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
四

　
　三

80
 

告

　
　示 

六
四
〇

保
安
林
等
の
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度
を
公
表
す
る
件

　二

　
　一

73

六
四
一

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

 
 

あ
っ
た
件

　三

五
五
三

六
四
二

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
件

　三

五
五
三

六
四
三

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

　三

五
五
三

六
四
四

同

　三

五
五
三

六
四
五

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件

　三

五
五
四

六
四
六

生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
扶
助
等
の
た
め
の
医
療
機
関
を
指
定
し
た
件

　六

五
五
五

六
四
七

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

 
 

た
件

　六

五
五
六

六
四
八

生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

 
 

た
件

　六

五
五
六

六
四
九

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

 
 

あ
っ
た
件

　六

五
五
六

六
五
〇

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

　六

五
五
七

六
五
一

地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

　六

五
五
七

六
五
二

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

　六

五
五
七

六
五
三

道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件

　六

五
五
七

六
五
四

同

　六

五
五
七

六
五
五

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

 
 

あ
っ
た
件

一
〇

五
六
一

六
五
六

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件

一
〇

五
六
一

六
五
七

同

一
〇

五
六
一

六
五
八

同

一
〇

五
六
二

六
五
九

所
有
者
不
明
土
地
の
利
用
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く

 
 

裁
定
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
〇

五
六
二

六
六
〇

都
市
計
画
を
変
更
し
た
件

一
〇

五
六
二

六
六
一

同

一
〇

五
六
二

六
六
二

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

 
 

あ
っ
た
件

一
三

五
六
七

六
六
三

林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
を
し
た
件

一
三

五
六
七

六
六
四

保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件

一
三

五
六
七

六
六
五

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
三

五
六
八

六
六
六

認
定
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
と
し
て
認
定
し
た
件

一
七

五
七
四
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六
六
七

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
七

五
七
四

六
六
八

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
七

五
七
四

六
六
九

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

一
七

五
七
五

六
七
〇

土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
件

一
七

五
七
五

六
七
一

土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
計
画
を
定
め
た
件

一
七

五
七
五

六
七
二

同

一
七

五
七
五

六
七
三

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

 
 

あ
っ
た
件

二
〇

五
七
七

六
七
四

同

二
〇

五
七
七

六
七
五

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が

 
 

あ
っ
た
件

二
〇

五
七
八

六
七
六

地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件

二
〇

五
七
八

六
七
七

同

二
〇

五
七
八

六
七
八

同

二
〇

五
七
八

六
七
九

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等

 
 

の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

二
〇

五
七
九

六
八
〇

同

二
〇

五
七
九

六
八
一

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
件

二
四

五
八
四

六
八
二

特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
件

二
四

五
八
五

六
八
三

福
島
県
資
源
管
理
方
針
を
変
更
し
た
件

二
四

五
八
五

六
八
四

林
業
種
苗
法
に
よ
り
生
産
事
業
者
の
登
録
事
項
を
変
更
し
た
件

二
四

五
八
五

六
八
五

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

二
四

五
八
五

六
八
六

福
島
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
設
置
要
綱
を
定
め
た
件
の
一
部
を
改

 
 

正
す
る
件

二
四

五
八
五

 

公

　
　告 

二
一
三

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
定

 
 

に
よ
り
特
定
小
売
商
業
施
設
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
件

　六

五
五
八

二
一
四

肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件

　六

五
五
八

二
一
五

土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

　六

五
五
九

二
一
六

同

　六

五
五
九

二
一
七

土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

　六

五
六
〇

二
一
八

一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

一
〇

五
六
三

二
一
九

職
員
表
彰
を
実
施
し
た
件

一
〇

五
六
五

二
二
〇

都
市
計
画
を
変
更
す
る
件

一
〇

五
六
五

二
二
一

落
札
者
を
決
定
し
た
件

一
三

五
七
〇

二
二
二

同

一
三

五
七
〇

二
二
三

肥
料
の
検
査
の
結
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